
岐阜県発注の建設現場環境改善モデル工事実施要領 

改定概要 

 

 岐阜県発注の建設現場環境改善モデル工事実施要領について、改定を行うものである。 

 

【主な改定点】                     【参考資料の①の部分参照】 

 

１．快適トイレの計上単価及び設置基数の拡充 

（１）費用上限の増額 

(旧)51,000(円/基・月)→(新)57,000(円/基・月) 

（２）設置基数の上限撤廃 

(旧)男女別１基まで→(新)受発注者の協議に基づき基数を決定 

 

２．快適休憩所の標準仕様の変更 

（１）快適な休憩所として活用するために備える付属品に以下の内容を追加 

   通信環境の設備又は現場条件に応じた安全対策（野生生物・害虫）の 

うち１つ以上を実施する 

 

３．標準的な現場環境改善の計上費率及び実施項目の見直し 

（１）現場環境改善費率の算定式の変更（縮小） 

   国の要領改定に伴う計上費率の見直し。（4 部局ごとに見直し） 

 

（２）実施項目の達成条件の緩和及び集約 

１）(旧)計上費目５項目以上→(新) 計上費目４項目以上 

   ２）国の制度改定に伴い、実施項目を参考資料のとおり集約 

 

（３）快適休憩所の実施時の標準的な現場環境改善の取り扱い 

県土整備部及び都市建築部（公共建築課及び住宅課を除く）の所管事業は、 

これまで「快適休憩所」の実施により、「用水・電力等の供給設備」「現場休憩 

所の快適化」の２項目の実施とみなしていた運用を、実施状況により「現場休 

憩所の充実」「通信環境設備」「野生生物・害虫対策等」の最大３項目を達成し 

たとみなす運用に変更する。 

 

【補足説明】                      （参考資料の②の部分参照） 

令和７年度に新規拡充された、「熱中症予防及び防寒対策」に係る費用について

は、当モデル工事で計上する現場環境改善費の率計上分の 100％を上限に別途計上

する。 

 

 

別紙  



＜見直し後＞

岐阜県発注の現場環境改善モデル工事について（７月１日改定）

＜現状＞

実施項目計上
費目種別

○環境負荷の低減 ○用水・電力等の設備
○緑化、花壇 ○昇降施設の充実
○ライトアップ施設 ○見学路及び椅子の設置

①仮設
設備(３)

○デザインボックス ○現場休憩所の快適化
○現場事務所の快適化 ○労働宿舎の快適化
○健康関連設備及び厚生施設の充実

②営繕
関係

標
準
的
な
現
場
環
境
改
善

○工事標識・照明等安全施設のイメージアップ
○盗難防止対策

③安全
関係

○完成予想図の掲載 ○社会貢献
○工法説明図の掲載 ○見学会等の開催
○工事工程表の掲載 ○見学所の設置及び運営
○工法説明資料作成 ○デザイン工事看板
○地域対策費（地域住民との調整、行事等）

④地域
連携

各
計
上
費
目
か
ら
１
項
目
以
上
の

計
５
項
目
以
上
の
実
施
が
必
要

(

２)

快
適
休
憩
所
の
実
施
で

こ
れ
ら
２
項
目
実
施
と
み
な
す

制

度

変

更 実施項目計上
費目種別

○作業負荷の低減 ○ ○ＩＣＴ設備の充実
○ ○昇降施設の充実
○ ○ ○環境対策の充実

①仮設
設備(３)

○ ○現場休憩所の充実
○現場事務所の快適化 ○労働者宿舎の充実
○衛生設備・厚生施設の充実

②営繕
関係

標
準
的
な
現
場
環
境
改
善

○工事標識・照明等安全施設の充実
○盗難防止対策 ○健康関連施設の充実
○野生生物・害虫対策等

③安全
関係

○ ○社会貢献・地域対策費等
○ ○見学会・イベント等の開催
○ ○
○ ○
○ ○広報活動等 ○現場景観向上

④地域
連携

各
計
上
費
目
か
ら
１
項
目
以
上
の

計
４
項
目
以
上
の
実
施
が
必
要

国の制度変更に伴う快適トイレと現場環境改善費の共通仮設費の経費計上

熱中症対策に関する共通仮設費の経費計上︓現場環境改善費【積上げ計上】

︓変更部分1

２

県土整備部及び都市建築部版
（公共建築課及び住宅課を除く）

参考資料

費用の計上実施項目対象工事
設計変更にて
上記（3）率計上の現場
環境改善費の50％を上
限に積上げ計上

主に現場の施設や設備に対する
熱中症対策（大型扇風機、日除
けﾃﾝﾄ、製氷機等）

全工事

＜現状＞
費用の計上実施項目対象工事

設計変更にて
上記（3）率計上の現場
環境改善費の100％を上
限に積上げ計上

主に現場の施設や設備に対する
熱中症対策（大型扇風機、日除
けﾃﾝﾄ、製氷機、快適トイレ内
の冷暖房施設等）

全工事

(

１
）
快
適
ト
イ
レ
の
上
限
額

超
過
分
を
実
施
項
目
と
み
な
す

（１）快適トイレ【積上げ計上】

費用上限 51,000円/基・月

設置基数 男女別で1基ずつまで設置

（１）快適トイレ【積上げ計上】

費用上限 57,000円/基・月※１

設置基数 受発注者間の協議により基数を決定

（３）標準的な現場環境改善【率計上】

（２）快適休憩所【率計上or積上げ計上】※２

設計額5,000万以上の工事は「率計上」

設計額5,000万未満の工事は「積上げ計上」

※１ 上限額超過分は

「標準的な現場環境改
善」の営繕関係(衛生設
備・厚生施設の充実)の
実施項目として扱う。

（２）快適休憩所【率計上or積上げ計上】※２

設計額5,000万以上の工事は「率計上」

設計額5,000万未満の工事は「積上げ計上」

※２ 「快適休憩所」は県独自ルール

（３）標準的な現場環境改善【率計上】

 設置基数上限撤廃

上限拡充

例︓日除けﾃﾝﾄ・ﾐｽﾄﾌｧﾝ制

度

変

更

＜見直し後＞

「快適休憩所」の実
施は「現場休憩所の
充実の達成とする。

・R7年度より現場環境改善費（率計上）から熱中症対策・防寒対策に
関する費用が切り離され、別途、積み上げ計上が可能

 標準仕様の変更
「快適休憩所」の標準仕様内に
「通信環境整備（Wi-fi 等）」、
「野生生物・害虫対策」を追加。
（片方若しくは両方を実施。）
実施状況に応じ「ICT設備の充

実」、「野生生物・害虫対策等」
の２項目を実施したとみなす。

国の制度変更に伴い
現場環境改善費率
実施項目が変更

(

２)
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憩
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に
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す


